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○会長 皆さん、こんばんは。 

 ちょうど８月の下旬ですから、ちょっとやっぱり間隔が空きまして、新型コロナもよう

やく落ち着きつつあるのかなというふうに思われますけれども、やっぱり予断を許すこと

はできない状況なのかなということで、皆様方の現場等でのご奮闘、今後ともひとつよろ

しくお願いいたします。 

 本日も皆様の積極的なご意見をご頂戴いただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 では、最初に、前回の会議で東大和市介護保険運営協議会規則に基づき副会長の指名が

ありましたけれども、毎回医師会からの委員に副会長をお願いをしているということで、

前回も医師会の山手委員に副会長ということでお願いを、皆様にご説明して、ご承諾をい

ただいております。改めて副会長の山手委員ということでよろしいでしょうか。 

 では、お手数ですけれども、こちらに。先生、すいません。お手数でございます。 

 一言ご挨拶を頂戴してよろしいでしょうか。 

○副会長 本来は、前回から皆様と話合いに加わりたかったんですが、ちょっと所用で外

してすいませんでした。 

 東大和医師会の介護保険担当理事の山手と申します。実際には清原で山手クリニックと

いうところをやっております。また、ちょうど前回会議があるその前あたりに、本当はフ

レイルサポート研修会というのが第１回のものがありまして、本当はそちらのほうの話も

少し聞きたかったんですが、ちょっとだけ、何か今後そのフレイルサポート研修の話でい

うと、だんだん介護保険とフレイル関係事業が一本化されていって、今は介護保険と国民

健康保険と分かれていますけれども、国民健康保険に一本化していくというような話もあ

って、これからますますこの話が複雑になっていくかと思いますので、皆さんと是非議論

していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○会長 山手委員、ありがとうございました。今後ともひとつよろしくお願いいたします。 

 では、早速議題に入りたいと思います。 

 最初の議題１ですけれども、介護保険事業計画準備調査についてということで、事務局

からご説明をお願いいたします。 

○事務局（池田） 皆さん、こんばんは。地域包括ケア推進課の池田と申します。 

 介護保険事業計画の準備調査につきましてご説明をさせていただきます。 

 着座にて説明をさせていただきます。失礼いたします。 

 では、まず資料１－１で、「第９期介護保険事業計画策定に向けた国の調査等について」

をご覧ください。 

 委員の交代もございましたことから、改めましてこの調査の根拠について簡単にご説明

申し上げたいと思います。 

 根拠は、介護保険法に定められております。資料に記載のありますとおり、介護保険法
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では、日常生活圏域ごとの被保険者の心身の状況やその置かれている環境、その他事情を

把握した上で、これらの事情を勘案して、市は介護保険事業計画を作成することとされて

おります。 

 このため、国からは、第９期介護保険事業計画の策定に向けて、表に記載のある５種類

の調査、そのうち必須調査が２つ、任意調査が３つとなっておりますが、こちらを実施す

るように国から示されております。 

 事務局としましては、この５種類のうち、国が必須としています介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査と在宅介護実態調査、これに加えて、任意調査であります介護人材実態調査

の一部の項目についてを市の独自調査である事業者に対する調査に加えて実施することを

考えております。 

 次に、資料の１－２をご覧ください。 

 こちらは、市が実施する調査の概要をまとめたものになっております。 

 調査の種類と目的は、記載のとおりとなっております。 

 ④の事業者に対する調査については、先ほど申し上げたとおり、介護人材実態調査の一

部の項目を加えております。 

 調査対象と配布数についてですが、１０月から高齢者ほっと支援センターを１か所増や

して４ほっと体制となっております。このため、アンケートにお答えいただく方の居住区

域を高齢者ほっと支援センターの担当区域としております。調査票の配布数は、前回の第

８期介護保険事業計画を策定した際と同じ数を予定しております。 

 なお、参考までに、１０月１日時点の人口や高齢者数などをここでお伝えしたいと思い

ます。人口は８万４，９５５人、高齢者人口は２万３，４２４人、高齢化率にして２７．

５７％で、後期高齢者の人口ですが、１万３，０６０人、率にして１５．３７％となって

おります。 

 次に、介護の認定状況ですが、こちらちょっと古くて、国から最新情報まだ公開されて

おりませんので少し古いのですが、令和３年の１０月１日現在ということでご理解いただ

ければと思いますが、介護認定者数は４，５５８人、率にして１９．６％、内訳としまし

て要支援の方が１，６１２人、要介護の方が２，９４６人となっております。調査時期と

調査方法ですが、令和４年の１２月上旬、郵送にて調査票を配布して、１２月下旬までに

郵送で回答いただくことを予定しております。 

 資料１－２の２ページ以降は、各調査の設問の一覧となっております。 

 ここからは、前回の調査からの変更点を中心に説明させていただきます。 

 ①の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、国調査については、今年の８月に開催されま

した国の説明会において、調査前より変更がないということでした。このため、前回の調

査から削除、また追加した設問はありません。しかし、３の「からだを動かすことについ

て」の問８－１ですね。外出を控えている方へその理由を聞く項目に、新型コロナウイル
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スの影響による自粛というものを追加しました。実際の設問内容は、資料２－１、こちら

の４ページをご覧いただければと思います。これで、高齢者の方が多くコロナを理由に出

なかったことを改めて把握することができるのかなというところで考えております。 

 次に、資料１－２に戻ります。資料１－２、５ページの②介護保険事業計画準備調査、

こちらは市の調査でありまして、介護認定のない６５歳以上の方に対して実施するもので

すね。そして、こちらについては、前回からの変更部分として、問６ですね。こちらの選

択肢に感染症に関することを追加しております。 

 また、フレイル予防の観点や高齢者の社会参加、就労について、国の動向を踏まえて課

題やニーズを把握したいと考えておりますことから、問７から問９にかけて新たに質問を

追加させていただきました。詳細は、資料２－２の３ページ、４ページになります。赤い

星印がついている部分が該当の問題になっております。ご確認いただけましたでしょうか。 

 次に進みたいと思います。次、また資料１－２に戻っていただいて、６ページになりま

す。③在宅介護実態調査になります。こちら国調査になります。こちらの調査につきまし

ても、国の説明会では質問項目などの変更はないということでした。こちらについては、

前回からの変更はございません。 

 次に、１－２の９ページ、④事業者に対する調査、こちらの説明に入りたいと思います。

こちらは市の調査になります。こちらの調査は、第７期介護保険事業計画策定に係る調査

から導入したものとなっております。内容につきましては、冒頭でも触れましたが、国の

調査である介護人材実態調査の調査項目の一部を追加しております。 

 また、今回の調査では不要だと考えられる質問事項は削除するなどして、事業所の負担

にならないように配慮いたしました。 

 １点、国の調査項目にないもので、今回の資料として追加している調査項目がございま

す。それは、問の２３番、２４番ですね。この資料でいうと１１ページになります。こち

らは、中高年などのひきこもり当事者を高齢の親が支えるいわゆる８０５０問題に関して、

この事務を所管している福祉推進課より事業者に対する調査で質問として取り入れてほし

いという依頼がありましたので、設けたものになっております。しかし、事務局としては、

介護保険事業計画策定のための準備調査として組み込むことはなじまないのかなと考えて

おりまして、福祉推進課と調整した結果、本日の資料では入っていますが、この設問につ

いては削除いたしたいと思っております。 

 しかし、ひきこもり問題というのは、重層的支援体制を整備していく上でも見過ごすこ

とはできませんので、準備調査とは別にケアマネ事業所やほっと支援センターや見守りぼ

っくす、そういった対象業種を絞って確認していく必要があるのかなとは考えております。 

 各設問の詳細は、資料の２－４、こちらを見ていただいて、また赤い星印が今回の追加

した内容となっております。やはり、介護人材不足のところが非常に重要な課題だと思い

ますし、地域包括ケアシステムを推進していく上では介護人材というものは必要不可欠な
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部分ですので、実態調査を取り入れて課題やこういったところを抽出していきたいと考え

ております。 

 最後に、事業者に対する調査について、資料への記載が間に合わなかった部分について

説明させていただきます。 

 障害福祉課から、共生型サービスの導入是非について今回の調査で確認したいと提案が

ありました。現在共生型サービスを提供している介護サービス事業所は市内には１つもな

いことから、どういった課題があるのかなどを確認したいという趣旨でございます。今回、

介護と障害の計画を同時期に策定する関係で、障害福祉課も障害福祉サービス事業所に対

する調査を実施しまして、共生型サービスについても確認していきたいということでした。

共生型サービスは、簡単に申し上げますと、介護保険と障害福祉のサービスを同一の事業

所で一体的に提供することができるように、平成３０年４月から創設されたサービスでご

ざいます。なので、それだけ進んでいないという状況を考えると、何が課題となっている

のかを把握することは必要ではあるのかなとは感じております。それを受けて、第９期介

護保険事業計画と第３次障害者総合計画でどのように施策に反映していくのか、上位計画

である地域福祉計画との整合性も図りながらここは進めていく部分なのかなと考えており

ます。 

 以上、雑駁ではございますが、介護保険事業計画準備調査の検討についてご説明させて

いただきました。分かりづらい点もあったかと思いますが、追加したほうがよいと思われ

ることや不要と考えられる項目、共生型サービスは入れたほうがいい、入れないほうがい

いとか、是非ご忌憚のないご意見をいただきたいと思います。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から資料１－１、１－２に基づきまして、国の動向、前回の計画策定の

ときに実施をいたしました調査内容との比較も含めてご説明をいただきました。 

 ただいまの事務局からのご説明等についてご質問、ご意見等頂戴したいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 はい。 

○委員 すいません。資料２－４の事業者に対する調査の３ページの人材確保のところ、

今回も取り上げていただいてありがとうございます。我々ちょっと現場にいる者として、

本当に今人材確保というのは非常に課題となっておりまして、なかなか集まらなくて苦慮

している状態です。必要かどうかはちょっとまた判断してもらいたいんですけれども、今

職員を採用するに当たって、ちょっと施設長会の中で今話題になっているのが、単純に集

まらないだけではなくて、いわゆる紹介会社、ハローワークであるとか新聞折り込み入れ

てもほとんど反応がなくて、今ほぼほぼ紹介会社とか派遣で、とても費用が高くて、紹介
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会社を入れると、正職員を入れると大体想定年収の２０％から３０％、今介護職員が大体

ちょっと経験があると４００万円を超えてくるので、そうするともう紹介料だけで１００

万円プラス消費税なので、１２０万円とか１人雇うのにそれくらい経費がかかってしまう。

あと、ウェブもいいんですけれども、ウェブもなかなか我々素人だと作りづらいというと

ころもあって、外部委託をしてウェブを作っていくというところで、実際に人を集めるの

にとても費用がかかっているという状況で、ちょっと施設長会でもそれが問題になってい

るんですよ。本来高齢者のために使わなければいけない社会保障費の介護保険、介護報酬

が、そういう民間の会社にお金が流れてしまっている。これは、今保育士と看護も一緒で、

ちょっとそこが本来の目的じゃないところに人を集めるためにお金が流れていっていると

いうのは果たしていいのかなというところがあって、実際このアンケートに入れるかどう

かは別として、例えば問の６のところに過去１年間採用数、職場どうでしたかというよう

な項目の中に、例えば採用方法、ハローワークで何人採用できたとか、例えば自分のとこ

ろのホームページを使って何人採用できたとか、あと折り込み広告、あと紹介会社、幾つ

かの要素でどういうふうに採用しているのかというのにもちょっと入れていただくと、実

際に人が足りないという以外のところで手間と費用のところというのがちょっと見えてき

て、今後のまた違う角度の人材確保の課題が浮き上がってくると思うので、ここは検討し

ていただければありがたいかなと思っております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 私も幾つかの事業所と関わっているんですけれども、離職をされて欠員になりますと、

どうしてもやっぱり補充しなくちゃいけないといったときに、お話のようにやっぱり人材

派遣とか、この経費が非常にやっぱり高額に及んでいるとかというふうな状況は結構よく

聞きます。 

 事務局の方、いかがでしょうね。 

○事務局（池田） 確かに採用方法、今回ほっと支援センターの開設に当たってもやはり

人がなかなか集まらないというところもあって、特に保健師とか、そういった専門職です

ね。やはり、紹介会社を使うとすごい高いという話も実際聞いております。なので、そう

いった課題はあるのかなと思いますので、皆さんの総意ということでありましたら、この

調査項目を加えることについては行政とちょっと調整しながら検討していきたいとは思っ

ております。 

○会長 よろしいですか。じゃ、具体的なことは資料２－４の説明のときに改めて追加等

について皆様のご意見を頂戴したいと思っています。 

 ほかにいかがですかね。 

 はい。 

○委員 今の資料２－４に関連して、今の、これはもちろん介護人材ということで、私の
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ほうは些末なことなんですけれども、問の９ですね。これ昨年もこれと同じだったんだと

思うんだけれども、今の専門職って理学療法士、作業療法士と入っておりますけれども、

そういうことなら言語聴覚士ということも入れられたらどうかなというふうになるとか、

またリハビリテーション指標って厚労省が示しているものもその３職種で示しております

ので、この１０の下に枠がちょっと余っていますので、これが１１になってもいいかなと

いうふうに思われました。それが１点です。 

 あと、２点ほどせっかくですから、すいません。これ確認させていただきたいことなん

ですけれども、資料２－２ですね。今回新たに問８が加わっているんですね。「あなたは、

今後も、社会的な活動を行う意向はありますか」というのを問８で加えていただいたもの

で、こういう質問は大変重要だと思うんですけれども、選択肢が活動する意思はない、活

動できないというのが一体的になっている。これは、どこからか見本があってこれを採用

されているんでしょうか。 

○株式会社ぎょうせい（中井） 今のご質問に対しては私のほうからご回答差し上げます。 

 この問の７、問の９の設問は、国の高齢者の社会参加、社会的活動に関しての世論調査

の設問をそのまま採用しているものです。ただ、今委員ご指摘の点については、恐らく活

動する意思はないという回答と、活動できないというのは別の意味を持つ回答ということ

で、選択肢をもちろん分けてお聞きするという形でも全然問題ありませんので、もしその

ようなご意見であれば分けることは可能です。 

 以上です。 

○委員 せっかく聞くのであれば、これ意味がちょっと違ってきますので、分けて聞かれ

たほうがいいんじゃないかというふうには感じます。 

 それから、最後ですね。資料２－１なんですけれども、これは昨年と同じだと。１ペー

ジですね。最初の「封筒の宛名のあなたについて」についてですね。最後、一番下ですね。

「あなたの現在の要介護度を教えてください」という回答が、その選択肢の３ですけれど

も、「介護認定はないが、総合事業の対象者」とありますけれども、自分が総合事業の対

象者かどうかというのが分かっている方がいるのかどうかというところはちょっと疑問な

ので、もし書くなら説明が必要なのかなと思いますし、答える人がいないならなくてもい

いのかなというふうに感じました。 

 このアンケート票については以上でございまして、先ほどの地域共生社会については是

非聞かれたほうがいいと思います。それで、何がネックになっているかということは聞か

れたほうがいいかなと思います。 

 ありがとうございました。以上です。 

○会長 ありがとうございました。そのSTの追加も含めて、貴重なご意見参考にさせてい

ただきます。 

 何か事務局のほうからそういった説明か何かありますか。 
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○事務局（池田） ありがとうございました。 

 確かに、総合事業の対象者については、現在今市内で２人しかいないのでどうなんでし

ょうかというところは私もぎょうせいさんにも投げかけさせていただいたところだったの

で、改めてここの設問の意味というところをもう一度考えてご検討したいと思っておりま

す。 

 それからあと、ほかのところは本当に貴重なご意見ありがとうございました。検討した

いと思います。 

○会長 すいません。ちょっと進行についてなんですけれども、今資料２の幾つかのとこ

ろでご意見、ご質問等をいただいておりますけれども、これからの進行の中でこの資料の

説明というのは別に設けられているんですかね。資料２の。 

○事務局（池田） 先ほどの中で…… 

○会長 じゃ、トータルにご意見頂戴しちゃってよろしいということでいいですかね。す

いません。ちょっと私が事前の打合せが不十分でして。では、資料の２も含めた形でご意

見等を頂戴したいというふうに思っております。 

 すいません。ちょっと私のほうから。私これ意見ということで聞いていただいてもいい

んですけれども、今回の計画、前回もそうですけれども、高齢者福祉計画と介護保険事業

計画という２つの計画を一緒にトータルで策定をするという形になっておりますけれども、

先に設けるところの老人福祉法に基づく高齢者福祉計画というところがほとんど規定され

ずに、介護保険事業計画、保険料を早く決めなくちゃ、人材どうのこうのしなくちゃとい

うところが非常に先行しちゃって、その辺についての国の考え方というんですかね。本当

にこれから介護予防とか優先する中ではやっぱり介護保険事業計画よりもむしろこの計画、

その辺の位置づけについて、もし事務局のほうからご意見があれば頂戴できればなという

ふうに思っています。 

 あと、この資料の１－２、８ページのＢ票というのは、国が今掲げている介護離職、こ

の介護離職というのは、親の介護のために仕事を辞めざるを得ないという介護離職のアン

ケートという部分に考えてよろしいんですかね。 

○事務局（池田） どこでしょうか。資料でいうと。 

○会長 資料の１－２の８ページです。これは、国で掲げている介護離職ゼロという、た

だこの場合の介護離職ゼロというのが人材を確保するときの離職とは全然異なっていて、

親の介護のために息子さんが退職せざるを得ない状況を少なくしていこうという、そのた

めの項目かと思うんですけれども、それでよろしいですかね。 

○事務局（池田） はい。 

○会長 多分そうだと思うんですけれども。 

 もう一つ、先ほど共生型サービスの追加等のご意見がありましたけれども、基本的には、

制度的には６５歳に到達しますと、障害のサービスと介護保険サービスで同様のサービス
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が介護保険にある場合には介護保険に移行する。これをなるべく経過措置も含めて手続を

深めていきたいみたいなのがこれ多分平成３０年以降の取組かなというふうに思いますの

で、メインはやっぱり障害のほうなのかなという、何かそんな気がします。すいません。

私が何か大分話しちゃいまして。 

 ほかにいかがですかね。ごめんなさいね、私が……。 

 はい。 

○委員 資料の２－３の在宅介護実態調査の６ページなんですけれども、問の１７のとこ

ろなんですが、この中に、もしかしたらその他に入るかもしれないんですが、入浴サービ

スというのが入っていないかなと思うんですが、在宅での入浴も介護保険のサービスの中

には含まれているので、もしよかったらここに入浴サービスというのも入れていただくの

もいいのかななんて思うんですが。 

○会長 いかがでしょうか。 

○事務局  検討します。 

○会長 よろしいですか。検討するということですので。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 お願いします。 

○委員 問の９のところでございますけれども、私、記入する立場で、現在収入のある仕

事しているんですが、仕事ってどういうことかなと思うんです。例えば、ビル管理をやっ

ているんですけれども、ビル管理ってよく分からないだけれども、そういうものは仕事の

うちに入るのかどうかな。この辺が分からないので、書き方がよく分からないのでどうか

な。答えようがないなと思っています。 

○会長 書く側の立場でご質問ありがとうございます。 

○事務局（池田） 注釈を入れるなど、ちょっと解釈に疑義が生じないように対応してい

きたいと思います。よろしいでしょうか。 

○会長 よろしいですか。 

 すいません。このアンケートの内容等については、次回の運営協議会でご意見いただく

とかという機会は可能なんですか。もしなければ、例えば終わった後お気づきの点、多分

これ今日なかなか意見もあろうかと思いますので、手順的にはいかがなんですか。 

○事務局（石嶋課長） アンケートのスケジュールの関係なんですけれども、先ほど池田

のほうから説明させていただきましたとおり、１０月には調査をかけたいと考えてござい

ます。１１月にまた介護保険運営協議会のほうの開催がありますよね、１１月１５日の会

議なんですけれども、それの大体１週間ぐらい前に、委員の皆様に今回ご意見頂戴しまし

たものを反映させた形で案という形で、また資料を事前に送付させていただきたいと考え

てございます。ですので、そういうふうな反映も含めまして、今日１０月１８日なんです

けれども、可能であれば今月中ぐらいに何かお気づきの点とか気になるところ、こうした
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ほうがいいんじゃないかというご意見等、事務局のほうまでメールでも電話でも大丈夫で

すので、頂戴できたものについては検討した上で反映させたものを次回の運営協議会のほ

うでまたご検討いただけるような場を設けられると思いますので、そのようなスケジュー

ル感でなっております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 はい。 

○副会長 ちょっと僕も１つだけ伺いたいんですけれども、例えば健康保険かな、認知症

の検診だとかそういうのをやっていると、もともと都で決めた文章で動かしちゃいけない

ようなところってあるじゃないですか。このアンケート調査でも、実はもともと最初から

いじれないところってはっきりしているんじゃないんですか。だったら、それをもしちゃ

んと何かここからはここまではもう決まりでいじれないところで、ここからここまでのと

ころで何かいじれるところがあればという話を聞かせてもらえるといいんだと思います。

そうじゃないと、せっかくみんなで意見出しても、実はこれはもともといじっちゃ駄目だ

と言われているところだよというふうに言われちゃうと何の意味があろうかという話にな

ってしまうので、だったら最初からここのところはもう最初からどうやってもいじれない

というふうに言われている内容で、今度いじらせろという注文をつけるところという話に

したりとか、あと、市のほうでここは自分で任意に入れるよというところをちゃんと教え

てもらったほうが内容としては分かりやすいんじゃないかなと思います。 

○株式会社ぎょうせい（中井） 今のご指摘、ご意見に関して、私のほうからご回答を差

し上げます。 

 資料の１－２をお手元にご用意いただきまして、２ページ以降に各調査の項目について

表がありまして、国の調査項目という列、黒丸がついている設問項目、こちらについては

基本的にこの設問文、問１何々ですとか、こういった設問文についてはもうほぼ変えられ

ません。そのまま国の調査どおりにお聞きするという形になるかと思います。ただし、選

択肢についても、基本的に国のほうはこれどおりに聞いてくれという調査の提示をしてい

るんですけれども、例えば東大和市の実情に合っていない選択肢というのもありますし、

言葉遣いが東大和で使っていない言葉を使っている選択肢があったりということもありま

すので、そのあたりは当然変更可能ですし、あるいはコロナの状況を反映した選択肢が設

けられていなかったりしますので、そちらについては実情に合わせて設けたりしておりま

す。 

 あと、先ほどの委員さんからご指摘があったように、この選択肢何か２つの意味が混ざ

っているんじゃないかというご指摘ございました。そういったご指摘については、選択肢

を分けることは当然可能ですので、そのようなご意見に対しては反映ができます。もちろ

ん、選択肢としてこれを追加したほうがいいのではないかというご意見も今後出てくる可
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能性はございます。そちらについては、先ほども１件ございましたが、そちらについては

ちょっと事務局と相談させていただいて、国の調査の意図に合っていれば追加も構わない

のではないかというふうに事務局として判断をさせていただきますし、そういうような形

で、国の調査項目というところに黒丸がついているものに関しては原則国の調査どおりに

やるんだという認識でいっていただいて、それ以外のところについては市独自の項目です

ので、自由にご意見いただければと存じます。 

 以上です。 

○会長 よろしいですか。 

○副会長 はい。 

○会長 基本的には、国の項目については変更ができない。ただし、選択肢等について、

東大和市の実情等に合わない場合については一定程度検討していくという理解でよろしい

ですか。 

 それ以外に、皆様方いかがですかね。 

 はい。 

○委員 ちょっとそもそも論なんですけれども、私毎回ぐちゃぐちゃ言うのは、介護予防

を重点的にもうちょっと介護保険に関していう福祉計画の中の介護予防ということに対し

てもう少し何とかこの実態、要するにここを見ていると、施設が欲しいとかあるんですよ

ね。施設があったらいいなとか、その場所がとか。でも、施設とか場所だとか、そこいろ

いろあるんですけれども、私は毎回思っているのが、公園がたくさんあるんですよね、東

大和市内ってちっちゃな公園も全部。そこに、コドモ公園という名前になっているところ

も結構あるんですけれども、もう子供がかなり少子化していますので、子供はあんまり遊

びに出ないので、高齢者に筋力をつけるための一番大切なのは足だと思うので、下半身を

鍛えられるような器具を各公園に１個ずつぐらい設置して自由な時間に……。見ていると、

男の方が鉄棒か何かにつり下がって、やっている人も結構いるんですよね、高齢者で。あ

あやって１人のほうがいいという人もいるので、何人でやるのは嫌だ。だけれども、１人

でだったら。そういう人たちのためにも、そういうのがいろいろ公園に１個ずつぐらい、

そういうのをやることで介護予防にかなりなるんじゃないのかなというふうにすごく私は

思っているんですね。 

 前からそういうふうな方向で、あるんですよ。１個だけ、東大和市内の高木公園のとこ

ろに確か公園があって、そういうふうな置いてあるところ、何個もある。あそこまでわざ

わざ行かれないという人もいるし、もしできれば近所の公園に１個ずつあれば、歩きなが

ら次の公園に行くとか、何かそういう体を動かすための工夫をもう少しやって、介護保険

に頼らないで介護予防をしっかりやってもらって、できるだけ介護保険のほうに負担のか

からないようにするというのをまずやることが大切なことなんじゃないのかな。介護予防

のほうを小島先生がよく頑張ってやってくださっていますけれども、介護予防をできるだ



 11 

けというのを市としても積極的にそれをみんなにできるだけ言っていくという、それって

大切なことなんじゃないのかなというふうにとても私は思っているんですね。 

 ７５って後期高齢って、本当に７５過ぎると、え、こんなに私って駄目なのというふう

なのが分かるときが来るんですけれども、それってそうならないと分からないんですよ。

だから、その年にはない若い人たちにしてみると、訳の分からないことを言っているなと

思うかもしれないですけれども、やっぱりその年になるとそういう状況が出てくるのは確

実なので、その前に手を打つ。介護予防をしましょうよということで、できるだけそうい

う方向にいけるような、何かそういうふうなものももうちょっと力を入れるような、そう

いうのがあるといいな。 

 何となくこの介護保険におんぶにだっこみたいな感じになって、いいんじゃない、そこ

までいかなくても、そんなに必死になって介護保険ね、大変よって私はよく言うんです。

介護保険、みんなが頑張って働いてくれて、私たち介護予防を一生懸命やってできるだけ

介護保険使わないようにしたらいいよねと年中言うんだけれども、あんた１人でそんなこ

とを言っているんじゃないのというような中にはいらっしゃるけれども、取りあえずでき

るだけ、費用がかかることですよ、もちろん施設、そういうの造るのは。だけれども、そ

ういうお金って生きるお金じゃないかなと思うんですね。だから、もう少しそういうこと

に真剣に取り組めるような、何かそういうのがあるといいなと、会議とも言いませんけれ

ども、幾ら思っていても、発言しても、なかなかその話がいかないというのが現実なんで

すよね。私見ていて、ずっとここ５年ぐらい、５、６年言い続けていて、自分の家のもう

年を取った私たちには１部屋ぐらい空いている部屋があるんだから、そこを月に１回でも

いいから交流の場に使ったらどうですか。そうすると、掃除しなきゃならないと大騒ぎし

なくても済むから、そうすると、交流の場を作って、年寄りがそうするとおしゃべりがで

きるでしょうという、１人大体そう何軒かあれば、１０軒ぐらいあると１週間に１回ぐら

いずつ行ってこれるじゃないですか。何度かもう言い続けているんですけれども、やれて

いるのは私１人が家を自宅を何とかという形になっていて、これって私言っていること訳

分からないことを言っているのかな。時々だから、私って変なのかなとか思ったりはして

いるんですけれども、介護予防はもうちょっと真剣に討論してもらいたいな、検討してほ

しいなというのは現実に介護保険、この課で言うのはおかしいですけれども、介護予防の

ほうをもうちょっと真剣にやっていただければと思います。ごめんなさい、長くなりまし

たけれども。 

○会長 ありがとうございます。 

 ご指摘のとおりだと思いますし、我が身も体力の衰えを感じております。そのとおりだ

と思います。ですから、本当に早いうちに、独自に仲間で場所を確保して自分たちでそう

いうような介護予防そろえると言いますかね、こうやって取り組むよう、やっぱり各地域

の中で進められればなというふうに思いますけれども、事務局のほうで何か。 
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 お願いします。 

○副会長 先ほどお話しした、実は夏頃に参加したフレイルサポートというのがまさしく

介護予防の話でございまして、そちらのフレイルサポート医を作るというのがこの間第１

回始まった程度の状況なんですけれども、ひとまず一番進んでいるのは板橋区のようで、

板橋区のほうでは、そういう方たちのフレイルサポート医ではなく、ボランティア活動を

する人を作るというようなことで対策を広げていこうとしているような、そんな感じなん

ですね。ですから、しばらく待っていただくと少しそういう話がもうちょっと全体がする

のかなという、そういう感じです。まだ今ちょっと産声を上げたばかりの状態だというこ

とを一応付け加えさせていただきたいと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがですかね。 

 もし皆様方から今日この場でご意見ということがないようでしたら、協議会でのご意見

等につきましては以上をもちまして一定やっぱり打切りというか、整理をさせていただい

て、先ほど事務局のほうから、今月中にこの資料１と２、資料の２から４について、お気

づきの点とかご質問等があれば直接事務局のほうにご連絡をするということでよろしいで

しょうか。それで、１１月の上旬には、今日幾つかたくさんのご意見いただいたので、今

日いただいたご意見と、今日以降皆様個々に、委員の皆様個々に事務局のほうにお寄せい

ただいた意見等について、できる限り調査票に反映をして、その内容につきましてはまた

中旬にお送りいただけるということで…… 

○事務局（石嶋課長） 事前にということですか。 

○会長 できる限り事前にお送りするということです。 

 次回の運営協議会で最終的に確認というスケジュールでよろしいですか。 

○事務局（石嶋課長） それでお願いしたいと思います。 

○会長 それでは、一旦この場で言っておきたいとかということがあれば、いかがですか

ね。よろしいですか。 

 じゃ、お気づきの点、ご意見等につきましては、明日以降事務局のほうに直接ご連絡を

していただければと思います。 

 今日結構たくさんご意見等をいただきましたので、その内容と、皆様こういうふうにい

ただいた、委員の皆様方からここに記載された意見等につきまして、できる限り調査書に

反映して、それを１１月の上旬に皆様方にお送りをして、次回の運協で確定ということで

よろしいですか。次回の運協っていつでしたっけ。１１月１５日だったっけ。 

○事務局（石嶋課長） １５日に会議です。 

○会長 １５日。次回の運協、１１月１５日に確定をさせていただくということでよろし

いですか。 

 では、続きまして、議題の２になりますけれども、その他になるのかな。事務局のほう
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からその他のところでご説明をお願いいたします。 

○事務局（池田） その他について、ほっと支援センターしみずの開設についてご報告さ

せていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 

 当日机上配付させていただきました資料をお手元にご用意をお願いいたします。 

 前回の介護保険運営協議会終了後に開催しました地域包括支援センター運営協議会では

高齢者ほっと支援センターしみずの進捗状況を報告させていただいておりましたが、介護

保険運営協議会委員の皆様に対しましては開設後の報告となってしまいまして大変申し訳

ございませんでした。また、本来でありましたら開設に際して委員の皆様に施設の内覧を

いただくところではございましたが、新型コロナウイルス感染症を鑑みまして中止とさせ

ていただいて、本日この場での報告に代えさせていただければと思います。 

 お手元の資料、お目通しをお願いいたします。 

 開設日は、令和４年１０月１日でございます。 

 名称は、高齢者ほっと支援センターしみずでございます。 

 ４番の開設場所にありますとおり、事業者との協議の中で、清水地区で事業を開始する

こととなりました。高齢者ほっと支援センターの名称は、それぞれのほっと支援センター

の所在地が分かるように、所在の町名を平仮名で表記することとなってございますことか

ら、高齢者ほっと支援センターしみずと決定した次第でございます。 

 なお、詳細の場所は、この資料の裏面に案内図を入れさせていただいておりますので、

ご覧ください。 

 地図の真ん中やや上段、東西に伸びている道路は、武蔵大和駅の駅前を通る道路ですね。

志木街道なんてこの  を入れますが、そこになっております。その部分と交差する南北

の道路がけやき通り、清水二丁目という文字がかかっているところがけやき通りとなって

おります。なかなか近くに目印となる建物がなくて、この丸で囲んだところが設置場所と

なっております。この南側に横長の建物が都営清水アパートになっておりまして、ほっと

支援センターの建物については、資料の続きに写真をつけさせていただいております。 

 資料の１が外観ですね。こちらの建物は以前薬局として使われていたようで、これを改

築、改装して現在使用しております。 

 なお、この建物には高齢者見守りぼっくすも併設してございます。 

 写真の２番が、正面入り口を入ってすぐのところにある受付カウンターとなっておりま

す。 

 めくっていただきまして、３番が、カウンターの裏に位置しておりますほっと支援セン

ターの職員のデスクになっております。全て写っておりませんが、８人分の机が並んでお

ります。その写真の右側に見守りぼっくすの職員２人分の席が配置されているような形に

なっております。 
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 写真の４番が相談室になっております。この執務室の右奥ですかね、位置的に。そうい

うところに位置しております。４番の相談室の奥に見える入り口が裏の勝手口、職員の通

用口ともなっております。 

 資料の１枚目に戻りまして、運営事業者ですが、こちらは社会福祉法人一石会でござい

ます。現在、蔵敷地区を中心に、特別養護老人ホーム風の樹などを運営している法人でご

ざいます。法人の本部所在地は青梅市でございます。 

 次に、５の担当地区についてでございますが、令和３年度介護保険運営協議会でご承認

いただきました地区割りのとおりとなってございます。 

 次に、６番の市民への周知についてですが、９月１日号、１０月１日号の市報、また、

市公式ホームページや市公式ＳＮＳを通して周知してまいりました。 

 開設当初は、今かなりばたばたしておりまして、多くの関係機関にご迷惑をかけている

ところもありますが、既存のほっと支援センターと市とで協力し合って安定的な運営がで

きるようサポートしてまいりたいと思っております。 

 事務局からの報告は以上になります。 

○会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局よりほっと支援センターしみずの開設について、現況等も含めてご説明

いただきましたけれども、このことにつきましてご意見、ご質問いかがでしょうか。 

 既にもう開設済みということで。 

 はい。 

○委員 ちょっと伺います。 

 担当地区が、これ上半期と下半期とありますけれども、令和４年度の上半期、下半期と

いう意味であって、１０月１日をもって下半期になるという、そういう意味ですね。 

○事務局（池田） そのとおりでございます。 

○委員 下半期の後も継続ということですね。 

○事務局（池田） はい。 

○委員 そうですね。だから、上半期はもう終わっちゃったという。 

○事務局（池田） 今はそうです。 

○委員 結構です。 

○会長 よろしいですか。 

 では、次回の予定にいってもよろしいですか。 

○事務局（恵良） じゃ、また事務局のほうからご報告が、先ほども話出ておりましたが、

ここでまた改めて次回の日程を確認させていただきます。 

 次回、第３回の介護保険運営協議会は、令和４年１１月１５日の火曜日、時間が夜７時

から、場所が会議棟第６、第７会議室、本日と同じ場所で開催したいと思っております。 

 以上でございます。 
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○会長 ありがとうございました。 

 協議会全体を通して何かご意見、ご質問等いかがでしょうか。 

 先ほどお話をさせていただきましたけれども、今月中に調査票につきましてご意見、ご

質問等、事務局のほうに直接お寄せいただければと思います。次回の１１月１５日の運営

協議会の前には、今日いただいたご意見と明日以降お寄せいただいたご意見をできる限り

具体的に反映させた形での調査票をお送りをして、１５日の運営協議会で運営協議会とし

て最終的にご意見をまとめたいというふうに思っておりますけれども、よろしいでしょう

か。 

 では、一応今用意しました議題等につきましては全て終わりましたので、本日の運営協

議会は以上で終了とさせていただきます。 

 非常にこの雨の中、寒い中お集まりいただきまして、お帰りも気をつけてということで、

本当に今日はありがとうございました。 


